
 

議題１－１ 支援プログラム及び自己評価結果の公表・届出に

ついて 

１．基準省令 

基準省令では、支援プログラム及び自己評価結果について公表することとなっ

ています。 

（支援プログラム） 

第２６条の２ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに指

定児童発達支援プログラム（前条第四項に規定する領域との関連性を明確にし

た指定児童発達支援の実施に関する計画をいう。）を策定し、インターネットの

利用その他の方法により公表しなければならない。 

  ※放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援についても、第７１条及び第７１条

の１４の規定によりこの規定が準用されます。 

 

   （自己評価結果） 

  第２６条 

第５項 指定児童発達支援事業者は、その提供する指定児童発達支援の質の評

価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

第６項 指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、その提供する指定児

童発達支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、

指定児童発達支援事業所の従業者による評価を受けた上で、自ら評価（以下こ

の条において「自己評価」という。）を行うとともに、当該指定児童発達支援事

業者を利用する障害児の通所給付決定保護者（以下この条において「保護者」

という。）による評価（以下この条において「保護者評価」という。）を受けて、

その改善を図らなければならない。 

第７項 指定児童発達支援事業者は、おおむね一年に一回以上、自己評価及び

保護者評価並びに前項に規定する改善の内容を、保護者に示すとともに、イン

ターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 

※放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援についても、第７１条及び第７９条の規定

によりこの規定が準用されます。 

 

２．減算 

   支援プログラム及び自己評価結果の公表方法及び公表内容について都道府県等

に届出がされていない場合、減算となります。 

 ≪減算率≫ 

  所定単位数の 100 分の 85 とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位

数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の 100 分の 85 となるものではないことに留意する

こと。 



 

３．届出方法 

① 通所支援事業所（児童発達支援センター以外）の場合 

「名古屋市子ども発達支援サイト すてっぷサポート」への掲載依頼をもって届

出がされている取扱いとします。 

  ※すてっぷサポートに支援プログラムを掲載できるよう改修してあります。 

  ※すてっぷサポートへのログインＩＤ・パスワードが分からない場合、子ども福

祉課にお問い合わせください。 

 

≪参考：すてっぷサポート画面≫ 

  

 

② 児童発達支援センターの場合 

  別紙（支援プログラム・自己評価結果の公表状況に関する届出書（児童発達支

援センター））を子ども福祉課へ提出してください。 

【届出期限：令和７年４月１５日（火）】 

 

※自己評価結果について、指定を受けて間もない事業所は、概ね指定から１年以内

に掲載依頼をしてください。また、１年以内にすてっぷサポートに掲載依頼して

いる事業所は、改めて掲載依頼する必要はありません。 



法　人　名

施　設　名

サービスの種別

施設所在地
（区市町村名）

指　定　年　月
（児童発達支援）

指　定　年　月
（保育所等訪問支援）

【支援プログラムの公表状況】

公表の実施時期

公　表　内　容

【自己評価結果の公表状況】

公表の実施時期

公　表　内　容

　　　　年　　月　　日

①の場合は公表内容欄にURLを記載、②の場合は公表内容欄に「別紙のとおり」と記載し別紙を添付して提出すること。

　　　　　　年　　　　月

　　　　　　年　　　　月

備考１　支援プログラム・自己評価結果の公表については、名古屋市に届出がされていない場合に減算
　　　　することとなる点に留意下さい。
　　　２　減算は、届出がされていない月から届出がされていない状態が解消されるに至った月まで、障害児
　　　　全員について減算する点に留意下さい。

公　表　方　法

支援プログラム・自己評価結果の公表状況に関する届出書（児童発達支援センター）

　　　　　　年　　　　月 指　定　年　月
（居宅訪問型児童発達支援）

①児童発達支援　②保育所等訪問支援　③居宅訪問型児童発達支援

① インターネット 　② その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　年　　　　　　　　　　月

　　　　　　年　　　　　　　　　　月

公　表　方　法
① インターネット 　② その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

①の場合は公表内容欄にURLを記載、②の場合は公表内容欄に「別紙のとおり」と記載し別紙を添付して提出すること。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童発達支援等における 

支援プログラムの作成及び公表の手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども家庭庁 支援局 障害児支援課 

 



児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き 

 

 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定において、総合的な支援の推進と、事業所が提

供する支援の見える化を図るため、運営基準（※）において、５領域（「健康・生活」「運動・感

覚」「認知・行動」「言語・コミ ュニケーション」「人間関係・社会性」）との関連性を明確にした、

事業所における支援の実施に関する計画（以下「支援プログラム」という 。）を作成し、公表す

ることが求められることとなった。 

 本手引きは、支援プログラムの作成・公表において基本的な事項を示すものである。各事

業所は、本手引きの内容を踏まえつつ、創意工夫を図り ながら、事業所が行う 支援や取組等

の実施に関する支援プログラムの作成及び公表を行っていただきたい。 

 

（※） 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年 

厚生労働省令第 15 号） 

 

１．目的 

 支援プログラムの作成及び公表により、事業所における総合的な支援の推進と、事業所が

提供する支援の見える化を図ることを目的とする。 

 

２．対象事業 

 児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援 

 

３． 支援プログラムの作成における留意点について 

・ 支援プログラムの作成に当たっては、支援プログラムで定める内容が、個々の個別支援計

画につながっていくものであることを踏まえ、管理者や児童発達支援管理責任者のみで作

成するのではなく、直接支援に従事する職員等の意見も聴きながら作成すること。 

・ 支援プログラムは、以下のよう な役割が期待されることから、これらの観点も踏まえて作成

すること。 

① 全職員が、自事業所の理念や支援方針、提供する支援等について、共通理解を深める

ための役割。 

② 事業所の提供する支援内容の見える化により 、支援を必要とするこどもや家族のサー

ビス選択に資する役割。 

・ 複数の事業を一体的に行う 多機能型事業所の場合には、それぞれの事業ごとに支援プロ

グラムを作成すること。 

 

４．支援プログラムの記載項目について 

  支援プログラムの作成に当たっては、以下の項目を網羅した内容となるよう 作成する。様

式については、別添資料１において、「支援プログラム参考様式」をお示しするが、支援プロ

グラムの趣旨を踏まえ、それぞれの事業所が創意工夫の上、様々な形式により作成して差



し支えない（書面による作成ではなく、事業所ホームページ等において必要な内容を示すこ

とでも可。）。なお、別添資料２「支援プログラムの様式パターンのイメージ」も参考にされた

い。 

 

（事業所における基本情報） 

① 事業所名 

② 作成年月日 

③ 法人（事業所）理念 

④ 支援方針 

⑤ 営業時間 

⑥ 送迎実施の有無 

 

（支援内容） 

⑦ 本人支援の内容と５領域の関連性 

⑧ 家族支援（きょう だいへの支援も含む。）の内容 

⑨ 移行支援の内容 

⑩ 地域支援・地域連携の内容 

⑪ 職員の質の向上に資する取組 

⑫ 主な行事等 

 

 以上①～⑫の項目を網羅した支援プログラムを作成すること。なお、これらの項目に加え

て、事業所の判断により別の項目を加えても差し支えないものとする。 

 

５．各項目における記載の内容 

 「４．支援プログラムの記載項目について」で示した各項目についての記載の内容は以下の

とおり 。なお、「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」の各項目に係る記載の観点につ

いては、「個別支援計画記載のポイント」（令和 6 年５月 17 日こども家庭庁支援局障害児支

援課事務連絡）の内容も参考とすること。 

 

 （事業所における基本情報） 

① 事業所名 

  事業所名を記載すること。 

② 作成年月日 

  作成又は見直しを行った年月日を記載すること。 

③ 法人（事業所）理念 

  法人又は事業所理念を記載すること。 

④ 支援方針 

  事業所における支援方針を記載すること。 



⑤ 営業時間 

  事業所の運営規定に定める営業時間を記載すること。 

⑥ 送迎実施の有無 

  送迎実施の有無について記載すること。 

 

（支援内容） 

⑦ 本人支援の内容と５領域の関連性 

支援内容と５領域を関連付けて記載すること。 

なお、支援内容と５領域を関連付ける際の記載方法については、様々な形式が想定

され、その方法については問わないものとする。   

 （例）  

・領域ごとの欄を設け、関連する支援内容を記載する方法 

     ・記載されている支援内容に対して、各領域を関連付ける方法 

⑧ 家族支援（きょう だいへの支援も含む。）の内容 

   事業所において取り組んでいる家族に対する支援について記載すること。 

⑨ 移行支援の内容 

   事業所において取り組んでいる移行に向けた支援について記載すること。 

なお、移行に向けた支援は、必ずしも保育所等への具体的な移行だけを念頭におい

たものではなく、ライフステージの切り替えを見据えた取組、事業所以外での生活や

育ちの場の充実に向けた取組、地域とつながり ながら日常生活を送るための取組（地

域の保育所等や子育て支援サークル、児童館、地域住民との交流）等も含まれる。 

⑩ 地域支援・地域連携の内容 

 事業所において取り 組んでいる地域支援・地域連携の取組について記載すること。 

 なお、児童発達支援センターや地域の中核的役割を担う 事業所においては、地域

の保育所等や障害児通所支援事業所への後方支援（地域支援）の取組等を実施して

いる場合には、その取組についても記載をすること。 

⑪ 職員の質の向上に資する取組 

    事業所の提供する支援の質を確保するため、事業所内研修の実施や、外部研修へ

の派遣等、職員の質の向上に資する取組について記載すること。 

⑫ 主な行事等 

    事業所において実施している主な行事等について記載すること。 

    なお、行事形式の開催ではなく、通常の活動において季節に合わせた活動（例え

ば、節分、ひな祭り 、クリ スマス会、夏の水遊び等、季節に応じた活動など）を取り 入

れている場合も想定されることから、記載については、行事に限定されるものではな

い。 

 

６．支援プログラムの公表について 

   令和６年４月 1 日より 、運営基準において、支援プログラムの作成及び公表が求めてお



り 、事業所においては、本手引きを参考にしながら、作成に取り 組まれたい。支援プログラ

ムの作成後は、事業所のホームページに掲載する等、インターネットの利用その他の方法

により広く公表するとともに、公表方法及び公表内容を都道府県に届け出ること。 

なお、令和７年４月１日以降に、支援プログラムの公表及び都道府県への届出がされて

いない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されるため留意されたい。 

    

以上 



　　　　

年 月 日

時 分から 時 分まで あり なし

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

法人（事業所）理念

事業所名 作成日支援プログラム（参考様式）

支援方針

営業時間 送迎実施の有無

主な行事等

（別添資料１）

家族支援 移行支援

地域支援・地域連携 職員の質の向上

支　援　内　容

本
人
支
援



支援プログラムの様式パターンのイメージ（参考①）

その他パターン①
例えば、児童発達支援センター等、クラス分けを行っている場合等には、５領域と

支援内容の関連性について、それぞれのクラスごとに記載する方法も考えられる。

作成日 〇年〇月〇日〇〇事業所 支援プログラム

法人理念

支援方針

送迎実施の有無営業時間

支援内容（５領域）プログラム

朝の会

リズム

散歩

サーキット

アート

給食

家族支援

移行支援

地域支援・地域連携

職員の質の向上

主な行事等

〇〇事業所 支援プログラム

送迎実施の有無営業時間

法人理念

支援方針

支援内容

ⅢⅡⅠ
対象児

３歳・４歳・５歳児（○〇クラス）３歳・４歳・５歳児（〇〇クラス）０歳・１歳・２歳児（〇〇クラス）項目

健康・生活

本
人
支
援

運動・感覚

認知・行動

言語
コミ ュニケーショ ン

人間関係・社会性

地域支援・地域連携
（地域交流・園外活動）

移行支援

家族支援

職員の質の向上

主な行事等

作成日〇年〇月〇日

その他パターン②
事業所の提供する活動プログラムを記載の上、それぞれの活動の中で行われる支

援内容と5 領域の関連性について記載する方法も考えられる。

※各様式は参考であり、実際の様式については、各事業所において、支援プログラムの作成の目的等を踏まえて作成されたい。

（別添資料２）



支援プログラムの様式パターンのイメージ（参考②）

その他パターン③
支援の見える化を図ることも目的であることから、イラストを活用することにより 、支援内容と５領域の関連性や、支援の目的等がわかり やすく伝わるよう に工夫する等

して記載をする方法も考えられる。



障害児通所⽀援事業所における事業所全体の⾃⼰評価の流れ

実 践 評 価

改 善計 画
○ 以下の観点で、事業所全体で改善・充実に向けた方策等の検討を

⾏う
・ 改善等に向けた今後の⾒通しの明確化
・ 改善等に向けた具体的な方策の検討
・ 役割分担や体制等の⾒直し 等

○ 日々の支援等への反映 等

○ 以下の観点で、事業所全体で把握と共有を⾏う
・ 事業所の強み（さらに強化・充実を図るべき点等）
・ 事業所の弱み（課題・改善すべき点等）

特に、事業所の弱みについては、改善に向けて現状の⾒直しや
理念や方針の再確認を含めた整理を⾏う

○ 保護者（客観的視点による）評価の実施
○ 従業者による自己評価の実施

○ 保護者評価及び従業者評価の結果を踏まえて、事業所全体で自己
評価を実施

○ 事業者から保護者等に対して、「保護者等向け評価表」を活用してアンケー
ト調査を⾏う。回答は集計し、特記事項欄の記述を含めてとりまとめる。

○ 保護者評価は、客観的視点による評価として自己評価の際に活用するべき
データであるため、回答率の向上に努めることが望ましい。

○ 保護者評価及び従業者評価の結果を踏まえて、事業所全体で各項⽬ごとに自己評価を実施する。実施の際には、管理者等⼀部の者で自己評価を⾏うのではなく、
ミーティング等の機会を通じて、従業者同⼠で意⾒交換を⾏いながら自己評価を⾏うとともに、課題や改善が必要な事項の把握と共有（認識のすり合わせ）を⾏う
等、全従業者による共通理解の下で取組を進めていくことが望ましい。

○ 全ての項⽬について自己評価結果を⾏ったのち、その結果を踏まえ、自己評価総括表を活用し、事業所の「強み」と「弱み」について分析を⾏う。
○ 保護者評価は、客観的視点による評価であることから、事業所全体で自己評価及び分析を⾏う際には、保護者評価の結果も⼗分に活用し、事業所の提供している支

援等が、利用者側から⾒てニーズに応じたものになっているのかという視点も考慮して自己評価等を⾏うことが重要である。

○ 事業所全体の自己評価や整理した事業所の強み・弱み等の分析の結果を踏まえて、改善・充実に向けた今後の具体的な⾒通しや改善・充実に向けた具体的取組を検
討・整理する。ここで検討・整理された取組等は、改善・充実に向けて、日々の支援等へ反映されるべきものであることから、ミーティング等の機会を通じて、従業
者同⼠で意⾒交換を⾏いながら検討・整理を進めていくことが望ましい。

ステップ
①

○ 事業者の従業者が「事業者向け自己評価表」を活用して従業者評価を⾏う。
その際には、「はい」「いいえ」などに評価をチェックするだけでなく、各項
⽬について、「課題は何か」「工夫している点は何か」等についても記入する。

○ 従業者評価は、できる限り全従業者から提出を求めることが望ましい。

保護者等による評価の実施 従業者による評価の実施

事業所全体による⾃⼰評価（課題等の把握・分析含む）

改善・充実に向けた検討

ステップ
②

ステップ
③

○ 自己評価結果については、「はい」「いいえ」の集計結果を公表することが趣旨ではなく、自己評価の機会を通じて、全従業者による共通理解の下で、事業所の強
みや弱み等の分析や、課題の改善やさらなる充実に向けた取組を進めていきながら、事業所の質の向上を図っていく点が重要である。その観点も踏まえて、インター
ネットその他の方法による公表や保護者等にフィードバックをする必要があることに留意すること。

⾃⼰評価結果等の公表

○ 改善・充実に向けて検討・整理した内容を踏まえて、日々の支援等への反映を⾏っていく。

⽀援の改善に向けた取組等

ステップ
④

ステップ
⑤

手 順

全従業者による共通理解の下で取組を⾏うことが重要

※ 保育所等訪問支援においては、「保護者評価」及び「従業者評価」に加え、「訪問先施設評価」を実施

別 添



○ 本評価制度は、保護者評価や訪問先施設評価、自己評価の機会を通じて、全従業者による共通理解の下、事業所の強みや弱み等の分析を⾏うとと
もに、課題の改善に向けた具体的な取組や支援の質の向上に向けた具体的な取組等の検討を⾏い、日々の支援に反映することで、より良い支援提供
及び事業運営につなげていくことを⽬的としている。

○ 保護者評価・訪問先施設評価の結果は、事業者が自己評価を⾏う際に、客観的な視点による評価として活用するものである。

〇 保育所等訪問支援の効果的な実施やより良い支援の促進のため、令和６年４⽉より、指定保育所等訪問⽀援事業者には、以下①〜③の取組の実施
が義務付化。

① 保育所等訪問支援を利用する保護者による支援の提供状況等についての評価「保護者評価」
② 実際に訪問支援を受け入れる保育所等による支援の提供状況等についての評価「訪問先施設評価」
③ 保護者評価・訪問先施設評価の結果を踏まえた事業者自身による運営状況や支援の提供状況の振り返り・評価「⾃⼰評価」

〇 ⾃⼰評価・保護者評価・訪問先評価の結果及び改善内容については、概ね１年に１回以上保護者・訪問先施設に示すとともに、インターネット等
により公表することを要する。

保育所等訪問⽀援における評価制度（⾃⼰評価・保護者評価・訪問先施設評価）の導⼊について

評価制度の導⼊について

① 保護者及び訪問先施設による評価

② 事業所全体での⾃⼰評価

③ 改善・充実に向けた取組 ・分析結果を踏まえて、今後の改善・充実に向けた具体的な取組を検討
・評価及び分析結果等を公表

・各評価の結果を踏まえて、事業所全体で課題の分析等を実施
・評価の結果を踏まえて、事業所の「強み」や「弱み」について分析

・アンケート調査を実施

取組の流れ

※ 保育所等訪問支援事業所の従業者への評価も同時に実施

評価制度の⽬的等

※児童福祉法に基づく指定通所⽀援の事業等の⼈員、設備及び運営に関する基準（平成24年厚⽣労働省令第15号）に基づき実施



（別紙１）

チェック項⽬ はい いいえ 工夫していると思う点・改善が必要だと思われる点など

1 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。

2
利用定員やこどもの状態等に対して、職員の配置数は適切である
か。

3
生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっている
か。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化
や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。ま
た、こども達の活動に合わせた空間となっているか。

5
必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認めら
れる環境になっているか 。

6
業務改善を進めるための PDCA サイクル(⽬標設定と振り返り)に、
広く職員が参画しているか。

7
保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設け
ており、その内容を業務改善につなげているか。

8
職員の意⾒等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善に
つなげているか。 

9
第三者による外部評価を⾏い、評価結果を業務改善につなげている
か。

10
職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で
研修を開催する機会が確保されているか。

11 適切に支援プログラムが作成、公表されているか 。

12
個々のこどもに対してアセスメントを適切に⾏い、こどもと保護者
のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成
しているか。

13
児童発達支援計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけ
でなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最
善の利益を考慮した検討が⾏われているか。 

14
児童発達支援計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が⾏われ
ているか。 

15
こどもの適応⾏動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマ
ルなアセスメントや、日々の⾏動観察なども含むインフォーマルな
アセスメントを使用する等により確認しているか。

○ 本評価表は、児童発達支援センター又は児童発達支援事業所に従事する従業者の方に、事業所の自己評価していただくものです。
「はい」又は「いいえ」のどちらかに〇を記入するとともに、従業者の視点で、「事業所が工夫していると思う点」や「改善が必要だと思われる点」などについて記入してくだ
さい。

環
境
・
体
制
整
備

業
務
改
善

児童発達支援評価表従業者向け



16

児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支
援の提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移⾏支
援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえな
がら、こどもの支援に必要な項⽬が適切に設定され、その上で、具
体的な支援内容が設定されているか。

17 活動プログラムの⽴案をチームで⾏っているか。

18 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。

19
こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児
童発達支援計画を作成し、支援が⾏われているか。

20
支援開始前には職員間で必ず打合せを⾏い、その日⾏われる支援の
内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を⾏ってい
るか。

21
支援終了後には、職員間で必ず打合せを⾏い、その日⾏われた支援
の振り返りを⾏い､気付いた点等を共有しているか。

22
日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善に
つなげているか。

23
定期的にモニタリングを⾏い、児童発達支援計画の⾒直しの必要性
を判断し、適切な⾒直しを⾏っているか。

24
障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議
に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。

25
地域の保健、医療（主治医や協⼒医療機関等）、障害福祉、保育、
教育等の関係機関と連携して支援を⾏う体制を整えているか。

26

併⾏利用や移⾏に向けた支援を⾏うなど、インクルージョン推進の
観点から支援を⾏っているか。また、その際、保育所や認定こども
園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報
共有と相互理解を図っているか。

27
就学時の移⾏の際には、⼩学校や特別支援学校(⼩学部)との間で、
支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。

（28〜30は、センターのみ回答）

地域の他の児童発達支援センターや障害児通所支援事業所等と連携
を図り、地域全体の質の向上に資する取組等を⾏っているか。

29
質の向上を図るため、積極的に専門家や専門機関等から助言を受け
たり、職員を外部研修に参加させているか。

30
(自⽴支援)協議会こども部会や地域の⼦ども・⼦育て会議等へ積極
的に参加しているか。

（31は、事業所のみ回答）

地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要に応じてスー
パーバイズや助言等を受ける機会を設けているか 。

適
切
な
支
援
の
提
供

関
係
機
関
や
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護
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と
の
連
携

28

31



32
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、地域の中で他のこど
もと活動する機会があるか。

33
日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や
課題について共通理解を持っているか。

34
家族の対応⼒の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログ
ラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機
会や情報提供等を⾏っているか。

35
運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を
⾏っているか。

36
児童発達支援計画を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊
重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家
族の意向を確認する機会を設けているか 。

37
「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を⾏い、保護者
から児童発達支援計画の同意を得ているか。

38
定期的に、家族等からの⼦育ての悩み等に対する相談に適切に応
じ、⾯談や必要な助言と支援を⾏っているか。

39

⽗⺟の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等によ
り、保護者同⼠で交流する機会を設ける等の支援をしているか。ま
た、きょうだい同⼠で交流する機会を設ける等の支援をしている
か。

40
こどもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備す
るとともに、こどもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合
に迅速かつ適切に対応しているか。

41
定期的に通信等を発⾏することや、HPやSNS等を活用することによ
り、活動概要や⾏事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対
して発信しているか。

42 個人情報の取扱いに⼗分留意しているか。

43
障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮
をしているか。

44
事業所の⾏事に地域住⺠を招待する等、地域に開かれた事業運営を
図っているか。

45
事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感
染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するととも
に、発生を想定した訓練を実施しているか。

46
業務継続計画（BCP）を策定するとともに、非常災害の発生に備
え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を⾏っているか。

47
事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認し
ているか。

48
食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応
がされているか。

49
安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措
置を講じる等、安全管理が⼗分された中で支援が⾏われているか。

50
こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全
計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。

保
護
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51
ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について
検討をしているか。

52
虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応を
しているか。

53
どのような場合にやむを得ず身体拘束を⾏うかについて、組織的に
決定し、こどもや保護者に事前に⼗分に説明し了解を得た上で、児
童発達支援計画に記載しているか。



（別紙２）

bessi

チェック項⽬ はい
どちらとも
いえない

いいえ わからない ご意⾒

1 こどもの活動等のスペースが⼗分に確保されていると思いますか。

2 職員の配置数は適切であると思いますか。

3
生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境（※1）になっている
と思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフ
リー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。
また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。

5
こどものことを⼗分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援
が受けられていると思いますか。 

6
事業所が公表している支援プログラム（※2）は、事業所の提供する支援内
容と合っていると思いますか 。

7
こどものことを⼗分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分
析された上で、児童発達支援計画（個別支援計画）（※3）が作成されてい
ると思いますか。

8

児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提
供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移⾏支援 」で示す支援
内容からこどもの支援に必要な項⽬が適切に設定され、その上で、具体的
な支援内容が設定されていると思いますか。

9 児童発達支援計画に沿った支援が⾏われていると思いますか。

10
事業所の活動プログラム（※4）が固定化されないよう工夫されていると思
いますか。

11
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、その他地域で他のこどもと
活動する機会がありますか。

12
事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等につい
て丁寧な説明がありましたか。

13 「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。

14
事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング
（※5）等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が⾏われてい
ますか。

15
日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況に
ついて共通理解ができていると思いますか。

16 定期的に、⾯談や⼦育てに関する助言等の支援が⾏われていますか。

17 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。

18

⽗⺟の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同⼠の交流
の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだ
い向けのイベントの開催等により、きょうだい同⼠の交流の機会が設けら
れるなど、きょうだいへの支援がされていますか。

（保護者の皆さまへ）
 ○ 本評価表は、児童発達支援センター又は児童発達支援事業所を利用するお⼦さんの保護者等の方に、事業所の評価をしていただくものです。
  「はい」「どちらともいえない」「いいえ」「わからない」のいずれかに〇を記入していただくとともに、「ご意⾒」についてもご記入ください。
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19

こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されている
とともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周
知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されています
か。

20
こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると
思いますか。

21
定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や⾏事予定、連絡体制
等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信さ
れていますか。

22 個人情報の取扱いに⼗分に留意されていると思いますか。

23
事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュア
ル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていま
すか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。

24
事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓
練が⾏われていますか。

25
事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、
安全の確保が⼗分に⾏われた上で支援が⾏われていると思いますか 。

26
事故等（怪我等を含む。）が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事
故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。

27 こどもは安心感をもって通所していますか 。

28 こどもは通所を楽しみにしていますか。

29 事業所の支援に満足していますか。

満
足
度

※1 「本人にわかりやすく構造化された環境」とは、こども本人がこの部屋で何をするのかがわかりやすいよう、机や本棚の配置などを工夫することです。
※2 「支援プログラム」とは、事業所における総合的な支援の推進と事業所が提供する支援の⾒える化を図るため、事業所で⾏われている取組等について示し、公表することが求められています。
※3 「児童発達支援計画（個別支援計画）」は、児童発達支援を利用する個々のこどもについて、その有する能⼒、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援方針
や支援⽬標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のことです。これは、児童発達支援センター又は児童発達支援事業所
の児童発達支援管理責任者が作成し、保護者等への説明を⾏うとともに同意を得ることが義務付けられているものです。
※4 「活動プログラム」は、事業所の日々の支援の中で、⼀定の⽬的を持って⾏われる個々の活動のことです。こどもの発達の状況や障害の特性等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されてい
ま。
※5 「ペアレント・トレーニング」は、保護者がこどもの障害の特性やその特性を踏まえたこどもへの関わり方を学ぶことにより、こどもの⾏動変容することを⽬標とします。

非
常
時
等
の
対
応



（別紙３）

〜 年 ⽉ 日

（対象者数） （回答者数）

〜 年 ⽉ 日

（対象者数） （回答者数）

○ 分析結果

さらに充実を図るための取組等

1

2

3

改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等

1

2

3

事業所の弱み（※）だと思われること
※事業所の課題や改善が必要だと思われること

事業所として考えている課題の要因等

年 ⽉ 日

○従業者評価有効回答数

○事業者向け自己評価表作成日 年 ⽉ 日

事業所の強み（※）だと思われること
※より強化・充実を図ることが期待されること

工夫していることや意識的に⾏っている取組等

○従業者評価実施期間

○事業所名

○保護者評価実施期間 年 ⽉ 日

○保護者評価有効回答数

事業所における自己評価総括表公表



（別紙４）

公表日      年   ⽉   日

利用児童数      年   ⽉   日 回収数

チェック項⽬ はい
どちらとも
いえない

いいえ わからない ご意⾒

1 こどもの活動等のスペースが⼗分に確保されていると思いますか。

2 職員の配置数は適切であると思いますか。

3
生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思い
ますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や
情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。
また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。

5
こどものことを⼗分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援
が受けられていると思いますか。 

6
事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と
合っていると思いますか 。

7
こどものことを⼗分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分
析された上で、児童発達支援計画（個別支援計画）が作成されていると思
いますか。

8

児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提
供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移⾏支援 」で示す支
援内容からこどもの支援に必要な項⽬が適切に選択され、その上で、具体
的な支援内容が設定されていると思いますか。

9 児童発達支援計画に沿った支援が⾏われていると思いますか。

10
事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思います
か。

11
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、その他地域で他のこどもと
活動する機会がありますか。

12
事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等につい
て丁寧な説明がありましたか。

13 「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。

14
事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニン
グ等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が⾏われています
か。

15
日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況に
ついて共通理解ができていると思いますか。

16 定期的に、⾯談や⼦育てに関する助言等の支援が⾏われていますか。

17 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。

18

⽗⺟の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同⼠の交流
の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだ
い向けのイベントの開催等により、きょうだい同⼠の交流の機会が設けら
れるなど、きょうだいへの支援がされていますか。

19

こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されている
とともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周
知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されています
か。

保
護
者
へ
の
説
明
等

環
境
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備

適
切
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の
提
供

事業所名

ご意⾒を踏まえた対応

保護者等からの事業所評価の集計結果公表



20
こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると
思いますか。

21
定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や⾏事予定、連絡体制
等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信さ
れていますか。

22 個人情報の取扱いに⼗分に留意されていると思いますか。

23
事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュア
ル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていま
すか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。

24
事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓
練が⾏われていますか。

25
事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、
安全の確保が⼗分に⾏われた上で支援が⾏われていると思いますか 。

26
事故等（怪我等を含む。）が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事
故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。

27 こどもは安心感をもって通所していますか 。

28 こどもは通所を楽しみにしていますか。

29 事業所の支援に満足していますか。

非
常
時
等
の
対
応

満
足
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（別紙５）

公表日      年  ⽉  日

チェック項⽬ はい いいえ 工夫している点 課題や改善すべき点

1 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。

2
利用定員やこどもの状態等に対して、職員の配置数は適切である
か。

3
生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっている
か。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化
や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。ま
た、こども達の活動に合わせた空間となっているか。

5
必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認めら
れる環境になっているか 。

6
業務改善を進めるための PDCA サイクル(⽬標設定と振り返り)に、
広く職員が参画しているか。

7
保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設け
ており、その内容を業務改善につなげているか。

8
職員の意⾒等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善に
つなげているか。 

9
第三者による外部評価を⾏い、評価結果を業務改善につなげている
か。

10
職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で
研修を開催する機会が確保されているか。

11 適切に支援プログラムが作成、公表されているか 。

12
個々のこどもに対してアセスメントを適切に⾏い、こどもと保護者
のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成
しているか。

13
児童発達支援計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけ
でなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最
善の利益を考慮した検討が⾏われているか。 

14
児童発達支援計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が⾏われ
ているか。 

15
こどもの適応⾏動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマ
ルなアセスメントや、日々の⾏動観察なども含むインフォーマルな
アセスメントを使用する等により確認しているか。

16

児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支
援の提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移⾏支
援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえな
がら、こどもの支援に必要な項⽬が適切に設定され、その上で、具
体的な支援内容が設定されているか。

17 活動プログラムの⽴案をチームで⾏っているか。

18 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。

事業所名

環
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事業所における自己評価結果公表



19
こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児
童発達支援計画を作成し、支援が⾏われているか。

20
支援開始前には職員間で必ず打合せを⾏い、その日⾏われる支援の
内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を⾏ってい
るか。

21
支援終了後には、職員間で必ず打合せを⾏い、その日⾏われた支援
の振り返りを⾏い､気付いた点等を共有しているか。

22
日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善に
つなげているか。

23
定期的にモニタリングを⾏い、児童発達支援計画の⾒直しの必要性
を判断し、適切な⾒直しを⾏っているか。

24
障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議
に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。

25
地域の保健、医療（主治医や協⼒医療機関等）、障害福祉、保育、
教育等の関係機関と連携して支援を⾏う体制を整えているか。

26

併⾏利用や移⾏に向けた支援を⾏うなど、インクルージョン推進の
観点から支援を⾏っているか。また、その際、保育所や認定こども
園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報
共有と相互理解を図っているか。

27
就学時の移⾏の際には、⼩学校や特別支援学校(⼩学部)との間で、
支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。

（28〜30は、センターのみ回答）

地域の他の児童発達支援センターや障害児通所支援事業所等と連携
を図り、地域全体の質の向上に資する取組等を⾏っているか。

29
質の向上を図るため、積極的に専門家や専門機関等から助言を受け
たり、職員を外部研修に参加させているか。

30
(自⽴支援)協議会こども部会や地域の⼦ども・⼦育て会議等へ積極
的に参加しているか。

（31は、事業所のみ回答）

地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要に応じてスー
パーバイズや助言等を受ける機会を設けているか 。

32
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、地域の中で他のこど
もと活動する機会があるか。

33
日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や
課題について共通理解を持っているか。

34
家族の対応⼒の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログ
ラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機
会や情報提供等を⾏っているか。

35
運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を
⾏っているか。

36
児童発達支援計画を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊
重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家
族の意向を確認する機会を設けているか 。

37
「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を⾏い、保護者
から児童発達支援計画の同意を得ているか。

38
定期的に、家族等からの⼦育ての悩み等に対する相談に適切に応
じ、⾯談や必要な助言と支援を⾏っているか。

31

28

保

関
係
機
関
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39

⽗⺟の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等によ
り、保護者同⼠で交流する機会を設ける等の支援をしているか。ま
た、きょうだい同⼠で交流する機会を設ける等の支援をしている
か。

40
こどもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備す
るとともに、こどもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合
に迅速かつ適切に対応しているか。

41
定期的に通信等を発⾏することや、HPやSNS等を活用することに
より、活動概要や⾏事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に
対して発信しているか。

42 個人情報の取扱いに⼗分留意しているか。

43
障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮
をしているか。

44
事業所の⾏事に地域住⺠を招待する等、地域に開かれた事業運営を
図っているか。

45
事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感
染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するととも
に、発生を想定した訓練を実施しているか。

46
業務継続計画（BCP）を策定するとともに、非常災害の発生に備
え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を⾏っているか。

47
事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認し
ているか。

48
食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応
がされているか。

49
安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措
置を講じる等、安全管理が⼗分された中で支援が⾏われているか。

50
こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全
計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。

51
ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について
検討をしているか。

52
虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応を
しているか。

53
どのような場合にやむを得ず身体拘束を⾏うかについて、組織的に
決定し、こどもや保護者に事前に⼗分に説明し了解を得た上で、児
童発達支援計画に記載しているか。
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（別紙1）

チェック項⽬ はい いいえ 工夫していると思う点・改善が必要だと思われる点など

1 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。

2
利用定員やこどもの状態等に対して、 職員の配置数は適切である
か。

3
生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっている
か。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化
や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。ま
た、こども達の活動に合わせた空間となっているか。

5
必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認めら
れる環境になっているか。 

6
業務改善を進めるためのPDCA サイクル（⽬標設定と振り返り）
に、広く職員が参画しているか。

7
保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設け
ており、その内容を業務改善につなげているか。

8
職員の意⾒等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善に
つなげているか。

9
第三者による外部評価を⾏い、評価結果を業務改善につなげている
か。

10
職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で
研修を開催する機会が確保されているか。

11 適切に支援プログラムが作成、公表されているか。 

12
個々のこどもに対してアセスメントを適切に⾏い、こどもと保護者
のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計
画を作成しているか。

13
放課後等デイサービス計画を作成する際には、児童発達支援管理責
任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こ
どもの最善の利益を考慮した検討が⾏われているか。 

14
放課後等デイサービス計画が職員間に共有され、計画に沿った支援
が⾏われているか 。

15
こどもの適応⾏動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマ
ルなアセスメントや、日々の⾏動観察なども含むインフォーマルな
アセスメントを使用する等により確認しているか。

○ 本評価表は、放課後等デイサービスに従事する従業者の方に、事業所の自己評価していただくものです。
「はい」又は「いいえ」のどちらかに〇を記入するとともに、従業者の視点で、「事業所が工夫していると思う点」や「改善が必要だと思われる点」などについて記入してくだ
さい。
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放課後等デイサービス評価表従業者向け



16

放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドライ
ンの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、
「家族支援」、「移⾏支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい
及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項⽬が適切に
設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。

17 活動プログラムの⽴案をチームで⾏っているか。

18 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。

19
こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放
課後等デイサービス計画を作成し、支援が⾏われているか。

20
支援開始前には職員間で必ず打合せを⾏い、その日⾏われる支援の
内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を⾏ってい
るか。

21
支援終了後には、職員間で必ず打合せを⾏い、その日⾏われた支援
の振り返りを⾏い､気付いた点等を共有しているか。

22
日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善に
つなげているか。

23
定期的にモニタリングを⾏い、放課後等デイサービス計画の⾒直し
の必要性を判断し、適切な⾒直しを⾏っているか。

24
放課後等デイサービスガイドラインの「４つの基本活動」を複数組
み合わせて支援を⾏っているか。

25
こどもが自己選択できるような支援の工夫がされている等、自己決
定をする⼒を育てるための支援を⾏っているか。

26
障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議
に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。

27
地域の保健、医療（主治医や協⼒医療機関等）、障害福祉、保育、
教育等の関係機関と連携して支援を⾏う体制を整えているか。

28
学校との情報共有（年間計画・⾏事予定等の交換、こどもの下校時
刻の確認等）、連絡調整（送迎時の対応、トラブル発生時の連絡）
を適切に⾏っているか。

29
就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支
援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか。

30
学校を卒業し、放課後等デイサービスから障害福祉サービス事業所
等へ移⾏する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等して
いるか。

31
地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要等に応じてスー
パーバイズや助言や研修を受ける機会を設けているか 。

32
放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動す
る機会があるか。

33 （自⽴支援）協議会等へ積極的に参加しているか。

適
切
な
支
援
の
提
供

関
係
機
関
や
保
護
者
と
の
連
携



34
日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や
課題について共通理解を持っているか。

35
家族の対応⼒の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログ
ラム（ペアレント･トレーニング等）や家族等の参加できる研修の機
会や情報提供等を⾏っているか。 

36
運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を
⾏っているか。

37
放課後等デイサービス提供を作成する際には、こどもや保護者の意
思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こど
もや家族の意向を確認する機会を設けているか。 

38
「放課後等デイサービス計画」を示しながら支援内容の説明を⾏
い、保護者から放課後等デイサービス計画の同意を得ているか 。

39
家族等からの⼦育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、⾯談や必
要な助言と支援を⾏っているか。

40

⽗⺟の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等によ
り、保護者同⼠で交流する機会を設ける等の支援をしているか。ま
た、きょうだい同⼠で交流する機械を設ける等の支援をしている
か。

41
こどもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するととも
に、こどもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に
対応しているか。

42
定期的に通信等を発⾏することや、HPやSNS等を活用することによ
り、活動概要や⾏事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対
して発信しているか。

43 個人情報の取扱いに⼗分留意しているか。

44
障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮
をしているか。

45
事業所の⾏事に地域住⺠を招待する等、地域に開かれた事業運営を
図っているか。

46
事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感
染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するととも
に、発生を想定した訓練を実施しているか。

47
業務継続計画（BCP）を策定するとともに、非常災害の発生に備
え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を⾏っているか。

48
事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認し
ているか。

49
食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応
がされているか。

50
安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措
置を講じる等、安全管理が⼗分された中で支援が⾏われているか。

51
こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全
計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。

52
ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について
検討をしているか。

保
護
者
へ
の
説
明
等

非
常
時
等
の
対
応



53
虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応を
しているか。

54
どのような場合にやむを得ず身体拘束を⾏うかについて、組織的に
決定し、こどもや保護者に事前に⼗分に説明し了解を得た上で、放
課後等デイサービス計画に記載しているか。



（別紙2）

チェック項⽬ はい
どちらとも
いえない

いいえ わからない ご意⾒

1 こどもの活動等のスペースが⼗分に確保されていると思いますか。

2 職員の配置数は適切であると思いますか。

3
生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境（※1）になってい
ると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフ
リー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。
また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。

5
こどものことを⼗分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援
が受けられていると思いますか。 

6
事業所が公表している支援プログラム（※2）は、事業所の提供する支援
内容と合っていると思いますか 。

7
こどものことを⼗分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分
析された上で、放課後等デイサービス計画（個別支援計画）（※3）が作
成されていると思いますか。

8

放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの
「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支
援」、「移⾏支援 」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項⽬が適
切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思います
か。

9 放課後等デイサービス計画に沿った支援が⾏われていると思いますか。

10
事業所の活動プログラム（※4）が固定化されないよう工夫されていると
思いますか。

11
放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会
がありますか。

12
事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等につい
て丁寧な説明がありましたか。

13
「放課後等デイサービス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされま
したか。

14
事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニン
グ（※5）等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が⾏われて
いますか。

15
日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況に
ついて共通理解ができていると思いますか。

16 定期的に、⾯談や⼦育てに関する助言等の支援が⾏われていますか。

17 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。

18

⽗⺟の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同⼠の交流
の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだ
い向けのイベントの開催等により、きょうだい同⼠の交流の機会が設けら
れるなど、きょうだいへの支援がされていますか。

（保護者の皆さまへ）
○本評価表は、放課後等デイサービスを利用するお⼦さんの保護者等の方に、事業所の評価をしていただくものです。
「はい」「どちらともいえない」「いいえ」「わからない」のいずれかに〇を記入していただくとともに、「ご意⾒」についてもご記入ください。
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放課後等デイサービス評価表保護者向け



19

こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されている
とともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周
知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されています
か。

20
こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると
思いますか。

21
定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や⾏事予定、連絡体制
等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信さ
れていますか。

22 個人情報の取扱いに⼗分に留意されていると思いますか。

23
事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュア
ル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていま
すか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。

24
事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓
練が⾏われていますか。

25
事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、
安全の確保が⼗分に⾏われた上で支援が⾏われていると思いますか 。

26
事故等（怪我等を含む。）が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事
故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。

27 こどもは安心感をもって通所していますか。 

28 こどもは通所を楽しみにしていますか。

29 事業所の支援に満足していますか。

満
足
度

※1 「本人にわかりやすく構造化された環境」とは、こども本人がこの部屋で何をするのかがわかりやすいよう、机や本棚の配置などを工夫することです。
※2 「支援プログラム」とは、事業所における総合的な支援の推進と事業所が提供する支援の⾒える化を図るため、事業所で⾏われている取組等について示し、公表することが求められています。
※3 「放課後等デイサービス計画（個別支援計画）」は、放課後等デイサービスを利用する個々のこどもについて、その有する能⼒、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、
総合的な支援方針や支援⽬標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のことです。これは、放課後等デイサービス事業所
の児童発達支援管理責任者が作成し、保護者等への説明を⾏うとともに同意を得ることが義務付けられているものです。
※4 「活動プログラム」は、事業所の日々の支援の中で、⼀定の⽬的を持って⾏われる個々の活動のことです。こどもの発達の状況や障害の特性等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されてい
ま。
※5 「ペアレント・トレーニング」は、保護者がこどもの障害の特性やその特性を踏まえたこどもへの関わり方を学ぶことにより、こどもの⾏動変容することを⽬標とします。

非
常
時
等
の
対
応



（別紙３）

〜 年 ⽉ 日

（対象者数） （回答者数）

〜 年 ⽉ 日

（対象者数） （回答者数）

○ 分析結果

さらに充実を図るための取組等

1

2

3

改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等

1

2

3

○事業所名

○保護者評価実施期間 年 ⽉ 日

○保護者評価有効回答数

年 ⽉ 日

○従業者評価有効回答数

○事業者向け自己評価表作成日 年 ⽉ 日

事業所の強み（※）だと思われること
※より強化・充実を図ることが期待されること

工夫していることや意識的に⾏っている取組等

○従業者評価実施期間

事業所の弱み（※）だと思われること
※事業所の課題や改善が必要だと思われること

事業所として考えている課題の要因等

事業所における自己評価総括表公表



（別紙４）

公表日 年⽉日

利用児童数 年⽉日 回収数

チェック項⽬ はい
どちらとも
いえない

いいえ わからない ご意⾒

1 こどもの活動等のスペースが⼗分に確保されていると思いますか。

2 職員の配置数は適切であると思いますか。

3
生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思い
ますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や
情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。
また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。

5
こどものことを⼗分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援
が受けられていると思いますか。 

6
事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と
合っていると思いますか 。

7
こどものことを⼗分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分
析された上で、放課後等デイサービス計画（個別支援計画）が作成されて
いると思いますか。

8

放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの
「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支
援」、「移⾏支援 」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項⽬が適
切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思います
か。

9 放課後等デイサービス計画に沿った支援が⾏われていると思いますか。

10
事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思います
か。

11
放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会
がありますか。

12
事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等につい
て丁寧な説明がありましたか。

13
「放課後等デイサービス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされま
したか。

14
事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニン
グ等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が⾏われています
か。

15
日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況に
ついて共通理解ができていると思いますか。

16 定期的に、⾯談や⼦育てに関する助言等の支援が⾏われていますか。

17 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。

18

⽗⺟の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同⼠の交流
の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだ
い向けのイベントの開催等により、きょうだい同⼠の交流の機会が設けら
れるなど、きょうだいへの支援がされていますか。

19

こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されている
とともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周
知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されています
か。

保
護
者
へ
の
説
明
等

事業所名

ご意⾒を踏まえた対応

環
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保護者等からの事業所評価の集計結果公表



20
こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると
思いますか。

21
定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や⾏事予定、連絡体制
等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信さ
れていますか。

22 個人情報の取扱いに⼗分に留意されていると思いますか。

23
事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュア
ル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていま
すか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。

24
事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓
練が⾏われていますか。

25
事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、
安全の確保が⼗分に⾏われた上で支援が⾏われていると思いますか 。

26
事故等（怪我等を含む。）が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事
故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。

27 こどもは安心感をもって通所していますか。 

28 こどもは通所を楽しみにしていますか。

29 事業所の支援に満足していますか。

非
常
時
等
の
対
応

満
足
度



（別紙５）

公表日      年  ⽉  日

チェック項⽬ はい いいえ 工夫している点 課題や改善すべき点

1 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。

2
利用定員やこどもの状態等に対して、 職員の配置数は適切である
か。

3
生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっている
か。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化
や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。ま
た、こども達の活動に合わせた空間となっているか。

5
必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認めら
れる環境になっているか。 

6
業務改善を進めるためのPDCA サイクル（⽬標設定と振り返り）
に、広く職員が参画しているか。

7
保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設け
ており、その内容を業務改善につなげているか。

8
職員の意⾒等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善に
つなげているか。

9
第三者による外部評価を⾏い、評価結果を業務改善につなげている
か。

10
職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で
研修を開催する機会が確保されているか。

11 適切に支援プログラムが作成、公表されているか。 

12
個々のこどもに対してアセスメントを適切に⾏い、こどもと保護者
のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計
画を作成しているか。

13
放課後等デイサービス計画を作成する際には、児童発達支援管理責
任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こ
どもの最善の利益を考慮した検討が⾏われているか。 

14
放課後等デイサービス計画が職員間に共有され、計画に沿った支援
が⾏われているか 。

15
こどもの適応⾏動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマ
ルなアセスメントや、日々の⾏動観察なども含むインフォーマルな
アセスメントを使用する等により確認しているか。

16

放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドライ
ンの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、
「家族支援」、「移⾏支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい
及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項⽬が適切に
設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。

17 活動プログラムの⽴案をチームで⾏っているか。

18 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。
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19
こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放
課後等デイサービス計画を作成し、支援が⾏われているか。

20
支援開始前には職員間で必ず打合せを⾏い、その日⾏われる支援の
内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を⾏ってい
るか。

21
支援終了後には、職員間で必ず打合せを⾏い、その日⾏われた支援
の振り返りを⾏い､気付いた点等を共有しているか。

22
日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善に
つなげているか。

23
定期的にモニタリングを⾏い、放課後等デイサービス計画の⾒直し
の必要性を判断し、適切な⾒直しを⾏っているか。

24
放課後等デイサービスガイドラインの「４つの基本活動」を複数組
み合わせて支援を⾏っているか。

25
こどもが自己選択できるような支援の工夫がされている等、自己決
定をする⼒を育てるための支援を⾏っているか。

26
障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議
に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。

27
地域の保健、医療（主治医や協⼒医療機関等）、障害福祉、保育、
教育等の関係機関と連携して支援を⾏う体制を整えているか。

28
学校との情報共有（年間計画・⾏事予定等の交換、こどもの下校時
刻の確認等）、連絡調整（送迎時の対応、トラブル発生時の連絡）
を適切に⾏っているか。

29
就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支
援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか。

30
学校を卒業し、放課後等デイサービスから障害福祉サービス事業所
等へ移⾏する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等して
いるか。

31
地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要等に応じてスー
パーバイズや助言や研修を受ける機会を設けているか 。

32
放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動す
る機会があるか。

33 （自⽴支援）協議会等へ積極的に参加しているか。

34
日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や
課題について共通理解を持っているか。

35
家族の対応⼒の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログ
ラム（ペアレント･トレーニング等）や家族等の参加できる研修の機
会や情報提供等を⾏っているか。 

36
運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を
⾏っているか。

37
放課後等デイサービス提供を作成する際には、こどもや保護者の意
思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こど
もや家族の意向を確認する機会を設けているか。 

38
「放課後等デイサービス計画」を示しながら支援内容の説明を⾏
い、保護者から放課後等デイサービス計画の同意を得ているか 。

39
家族等からの⼦育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、⾯談や必
要な助言と支援を⾏っているか。
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40

⽗⺟の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等によ
り、保護者同⼠で交流する機会を設ける等の支援をしているか。ま
た、きょうだい同⼠で交流する機械を設ける等の支援をしている
か。

41
こどもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するととも
に、こどもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に
対応しているか。

42
定期的に通信等を発⾏することや、HPやSNS等を活用することによ
り、活動概要や⾏事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対
して発信しているか。

43 個人情報の取扱いに⼗分留意しているか。

44
障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮
をしているか。

45
事業所の⾏事に地域住⺠を招待する等、地域に開かれた事業運営を
図っているか。

46
事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感
染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するととも
に、発生を想定した訓練を実施しているか。

47
業務継続計画（BCP）を策定するとともに、非常災害の発生に備え、
定期的に避難、救出その他必要な訓練を⾏っているか。

48
事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認し
ているか。

49
食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応
がされているか。

50
安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措
置を講じる等、安全管理が⼗分された中で支援が⾏われているか。

51
こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全
計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。

52
ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について
検討をしているか。

53
虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応を
しているか。

54
どのような場合にやむを得ず身体拘束を⾏うかについて、組織的に
決定し、こどもや保護者に事前に⼗分に説明し了解を得た上で、放
課後等デイサービス計画に記載しているか。
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（別紙１）

チェック項⽬ はい いいえ 工夫していると思う点・改善が必要だと思われる点など

1 訪問支援に使用する教具教材は適切であるか。

2 利用希望者に対して、職員の配置数は適切であるか。

3
業務改善を進めるためのPDCA サイクル(⽬標設定と振り返り)に、
広く職員が参画しているか。

4
保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設け
ており、その内容を業務改善につなげているか。

5
職員の意⾒等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善に
つなげているか 。

6
第三者による外部評価を⾏い、評価結果を業務改善につなげている
か。

7
職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で
研修を開催する機会が確保されているか。

8
個々のこどもに対してアセスメントを適切に⾏い、こどもと保護者
のニーズや課題を客観的に分析した上で、保育所等訪問支援計画を
作成しているか。

9
保育所等訪問支援計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者
だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こども
の最善の利益を考慮した検討が⾏われているか 。

10
保育所等訪問支援計画を作成する際には、訪問先施設の担当者等と
連携し、訪問先施設や担任等の意向を盛り込んでいるか。

11
保育所等訪問支援計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が⾏
われているか 。

12
こどもの適応⾏動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマ
ルなアセスメントや、⾏動観察なども含むインフォーマルなアセス
メントを使用する等により確認しているか。

13
保育所等訪問支援計画には、保育所等訪問支援ガイドラインの「保
育所等訪問支援の提供すべき具体的内容」も踏まえながら、具体的
な支援内容が設定されているか。

14
保育所等訪問支援計画が職員間で共有され、計画に沿った支援が⾏
われているか。

15
支援開始前には職員間で必ず打合せを⾏い、その日⾏われる支援の
内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を⾏ってい
るか。

16
支援終了後には、職員間で必ず打合せを⾏い、その日⾏われた支援
の振り返りを⾏い､気付いた点等を共有しているか。

○ 本評価表は、保育所等訪問支援事業所に従事する従業者の方に、事業所の自己評価していただくものです。
○「はい」又は「いいえ」のどちらかに〇を記入するとともに、従業者の視点で、「事業所が工夫していると思う点」や「改善が必要だと思われる点」などについて記入してく
ださい。
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17
保育所等訪問支援を実施する際、訪問先の理念や支援⼿法を尊重し
て支援を⾏っているか。

18
毎回の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善に
つなげているか。

19
定期的に保護者や訪問先の意向の確認やモニタリングを⾏い、保育
所等訪問支援計画の⾒直しの必要性を判断し、適切な⾒直しを⾏っ
ているか。

20
障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議
に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。

21
地域の保健、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を
⾏う体制を整えているか。

22
就園・就学時の移⾏の際には、保育所等や学校との間で、支援内容
等の情報共有と相互理解を図っているか。

23
質の向上を図るため、積極的に専門家や専門機関等から助言を受け
たり、職員を外部研修に参加させているか。

24
(自⽴支援)協議会こども部会や地域の⼦ども・⼦育て会議等へ積極
的に参加しているか。

25
日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や
課題について共通理解を持っているか。

26
家族の対応⼒の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログ
ラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機
会や情報提供等を⾏っているか。

27 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を⾏っているか。

28
訪問先施設に対し、事業の趣旨や訪問支援の⽬的等について適切に
説明を⾏っているか。

29
保育所等訪問支援計画を作成する際には、こどもや保護者の意思の
尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや
家族の意向を確認する機会を設けているか 。

30
「保育所等訪問支援計画」を示しながら支援内容の説明を⾏い、保
護者から保育所等訪問支援計画の同意を得ているか。

31
定期的に、家族等からの⼦育ての悩み等に対する相談に適切に応
じ、⾯談や必要な助言と支援を⾏っているか。

32

⽗⺟の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等によ
り、保護者同⼠で交流する機会を設ける等の支援をしているか。ま
た、きょうだい同⼠で交流する機会を設ける等の支援をしている
か。

33
こどもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備す
るとともに、こどもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合
に迅速かつ適切に対応しているか。

34
定期的に通信等を発⾏することや、HPやSNS等を活用することによ
り、活動概要や連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信し
ているか。
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35 個人情報の取扱いに⼗分留意しているか。

36
障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮
をしているか。

37
訪問支援に加え、訪問先からの相談等に適切に応じる体制を整え、
必要な助言や支援を⾏っているか。

38
保育所等訪問支援の実施後に、訪問先施設とカンファレンスを⾏っ
ているか。

39
保育所等訪問支援の実施後に、家族等へ適切に支援内容等の共有を
⾏っているか。

40 個人情報の取扱いに⼗分留意しているか。

41
訪問先施設からの相談に適切に応じ、信頼関係を築きながら、専門
的な助言を⾏っているか。

42
事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感
染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するととも
に、発生を想定した訓練を実施しているか。

43
安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措
置を講じる等、安全管理が⼗分された中で支援が⾏われているか。

44
ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について
検討をしているか。

45
虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応を
しているか。

46
どのような場合にやむを得ず身体拘束を⾏うかについて、組織的に
決定し、こどもや保護者に事前に⼗分に説明し了解を得た上で、児
童発達支援計画に記載しているか。
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（別紙２）

チェック項⽬ はい
どちらとも
いえない

いいえ わからない ご意⾒

1 訪問支援に使用する教具教材が整えられていますか。

2 プライバシーに配慮された⾯接室等が整えられていますか。

3 事業の⽬的が適切に説明されていると思いますか。

4 保育所等訪問支援の頻度や時間について、相談の上決定されていますか。

5
こどもの状態に応じた支援が提供できる職員（職種や人数）体制だと思い
ますか。

6
こどものことを⼗分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援
が受けられていると思いますか。 

7
こどものことを⼗分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分
析された上で、保育所等訪問支援計画（個別支援計画）（※１）が作成さ
れていると思いますか。

8
保育所等訪問支援計画（個別支援計画）には、訪問先施設や担任等の意向
が盛り込まれていると思いますか。

9
保育所等訪問支援計画には、保育所等訪問支援ガイドラインの「保育所等
訪問支援の提供すべき具体的内容」も踏まえながら、具体的な支援内容が
設定されていると思いますか。

10 保育所等訪問支援計画に沿った支援が⾏われていると思いますか。

11
保育所等訪問支援を実施する際、訪問先施設に配慮した支援が⾏われてい
ると思いますか。

12
事業所を利用する際に、運営規程、利用者負担等について丁寧な説明があ
りましたか。

13
「保育所等訪問支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされました
か。

14
事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング
（※２）等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が⾏なわれて
いますか。

15
必要なときにこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状
況、課題について共通理解ができていると思いますか。

16 定期的に、⾯談や⼦育てに関する助言等の支援が⾏われていますか。

17 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。

18

こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されている
とともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周
知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されています
か。

19
こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると
思いますか。

（保護者の皆さまへ）
 ○ 本評価表は、保育所等訪問支援事業所を利用するお⼦さんの保護者等の方に、事業所の評価をしていただくものです。
  「はい」「どちらともいえない」「いいえ」「わからない」のいずれかに〇を記入していただくとともに、「ご意⾒」についてもご記入ください。

環
境
・
体
制
整
備

適
切
な
支
援
の
提
供

保
護
者
へ
の
説
明
等

保育所等訪問支援評価表保護者向け



20
事業所は、訪問先施設からの相談等に適切に応じ、必要な助言と支援が⾏
われていると思いますか。

21
保育所等訪問支援を実施した際に、訪問先施設と訪問支援の内容について
話し合いが⾏われていると思いますか。

22
保育所等訪問支援を実施した際に、保護者に対して適切に共有がなされて
いると思いますか。

23
定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や連絡体制等の情報や
業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されています
か。

24 個人情報の取扱いに⼗分に留意されていると思いますか。

25
事業所では、緊急時の対応について訪問先施設と連携し、実践できるよう
にしていると思いますか。

26
事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、
安全の確保が⼗分に⾏われた上で支援が⾏われていると思いますか 。

27 こどもは訪問支援を嫌がっていませんか。

28 事業所の支援に満足していますか。

非
常
時
等
の

対
応

満
足
度

※1 「保育所等訪問支援計画（個別支援計画）」は、保育所等訪問支援を利用する個々のこどもについて、将来に対する⾒通しを持った上で、その有する能⼒、訪問先の日常生活全般の状況に関するアセスメ
ントを通じて、「利用児と家族の生活に対する意向」、「総合的な支援の方針」、「⻑期⽬標」、「短期⽬標」、「支援⽬標及び具体的な支援内容等」（「支援⽬標」、「支援内容」、「達成時期」、「担当
者・提供機関」、「留意事項」）を記載する計画のことです。これは、保育所等訪問支援事業所の児童発達支援管理責任者が作成し、保護者等への説明を⾏うとともに同意を得ることが義務付けられているも
のです。
※２ 「ペアレント・トレーニング」は、保護者がこどもの障害の特性やその特性を踏まえたこどもへの関わり方を学ぶことにより、こどもの⾏動変容することを⽬標とします。



（別紙３）

チェック項⽬ はい
どちらとも
いえない

いいえ ご意⾒

1
訪問支援員からの助言や説明は、具体的でわかりやすく、取
り入れやすいものですか。

2
訪問支援員の支援に対する知識・技術等に満足しています
か。

3
訪問支援員は質問に対して、適時・適切に回答してくれてい
ますか。

4
保育所等訪問支援を利用したことで、課題や困りごとが解消
または軽減されましたか。

5 事業所からの支援に満足していますか。

その他、お気付きの点をご記入ください。

（訪問先施設の皆さまへ）
 ○ 本評価表は、保育所等訪問支援事業所を受け入れている訪問先施設の方に、保育所等訪問支援事業所の評価をしていただくものです。
  （詳細につきましては、別紙「保育所等訪問支援における評価制度（自己評価・保護者評価・訪問先施設評価）の導入について」をご参照ください。）
 ○「はい」「どちらともいえない」「いいえ」のいずれかに〇を記入するとともに、「ご意⾒」についてもご記入ください。

保育所等訪問支援評価表訪問先施設向け



（別紙４）

〜 年 ⽉ 日
（対象者数） （回答者数）

〜 年 ⽉ 日
（対象者数） （回答者数）

〜 年 ⽉ 日
（対象数） （回答数）

○ 分析結果

さらに充実を図るための取組等

1

2

3

改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等

1

2

3

○事業所名
○保護者評価実施期間 年 ⽉ 日
○保護者評価有効回答数

年 ⽉ 日
○従業者評価有効回答数

○事業者向け自己評価表作成日 年 ⽉ 日

事業所の強み（※）だと思われること
※より強化・充実を図ることが期待されること

工夫していることや意識的に⾏っている取組等

○従業者評価実施期間

○訪問先施設評価有効回答数
○訪問先施設評価実施期間 年 ⽉ 日

事業所の弱み（※）だと思われること
※事業所の課題や改善が必要だと思われること

事業所として考えている課題の要因等

事業所における自己評価総括表公表



（別紙５）

公表日      年   ⽉   日

利用児童数      年   ⽉   日 回収数

チェック項⽬ はい
どちらとも
いえない

いいえ わからない ご意⾒

1 訪問支援に使用する教具教材が整えられていますか。

2 プライバシーに配慮された⾯接室等が整えられていますか。

3 事業の⽬的が適切に説明されていると思いますか。

4 保育所等訪問支援の頻度や時間について、相談の上決定されていますか。

5
こどもの状態に応じた支援が提供できる職員（職種や人数）体制だと思い
ますか。

6
こどものことを⼗分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援
が受けられていると思いますか。 

7
こどものことを⼗分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分
析された上で、保育所等訪問支援計画（個別支援計画）が作成されている
と思いますか。

8
保育所等訪問支援計画（個別支援計画）には、訪問先施設や担任等の意向
が盛り込まれていると思いますか。

9
保育所等訪問支援計画には、保育所等訪問支援ガイドラインの「保育所等
訪問支援の提供すべき具体的内容」も踏まえながら、具体的な支援内容が
設定されていると思いますか。

10 保育所等訪問支援計画に沿った支援が⾏われていると思いますか。

11
保育所等訪問支援を実施する際、訪問先施設に配慮した支援が⾏われてい
ると思いますか。

12
事業所を利用する際に、運営規程、利用者負担等について丁寧な説明があ
りましたか。

13
「保育所等訪問支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされました
か。

14
事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニン
グ等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が⾏なわれていま
すか。

15
必要なときにこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状
況、課題について共通理解ができていると思いますか。

16 定期的に、⾯談や⼦育てに関する助言等の支援が⾏われていますか。

17 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。

18

こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されている
とともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周
知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されています
か。

19
こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると
思いますか。

20
事業所は、訪問先施設からの相談等に適切に応じ、必要な助言と支援が⾏
われていると思いますか。

事業所名

ご意⾒を踏まえた対応

保
護
者
へ
の
説
明
等

環
境
・
体
制
整
備

適
切
な
支
援
の
提
供

保護者からの事業所評価の集計結果公表



21
保育所等訪問支援を実施した際に、訪問先施設と訪問支援の内容について
話し合いが⾏われていると思いますか。

22
保育所等訪問支援を実施した際に、保護者に対して適切に共有がなされて
いると思いますか。

23
定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や連絡体制等の情報や
業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されています
か。

24 個人情報の取扱いに⼗分に留意されていると思いますか。

25
事業所では、緊急時の対応について訪問先施設と連携し、実践できるよう
にしていると思いますか。

26
事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、
安全の確保が⼗分に⾏われた上で支援が⾏われていると思いますか 。

27 こどもは訪問支援を嫌がっていませんか。

28 事業所の支援に満足していますか。

非
常
時
等
の
対
応

満
足
度



（別紙６）

公表日

利用児童数

チェック項⽬ はい
どちらとも
いえない

いいえ ご意⾒ ご意⾒を踏まえた対応

1
訪問支援員からの助言や説明は、具体的でわかりやすく、取
り入れやすいものですか。

2
訪問支援員の支援に対する知識・技術等に満足しています
か。

3
訪問支援員は質問に対して、適時・適切に回答してくれてい
ますか。

4
保育所等訪問支援を利用したことで、課題や困りごとが解消
または軽減されましたか。

5 事業所からの支援に満足していますか。

     年   ⽉   日

     年   ⽉   日   回収数

その他のご意⾒ ご意⾒を踏まえた対応

事業所名

訪問先施設からの事業所評価の集計結果公表



（別紙７）

公表日      年  ⽉  日

チェック項⽬ はい いいえ
工夫していると思う点・改善が必要だと

思われる点など
課題や改善すべき点

1 訪問支援に使用する場合の教具教材は適切であるか。

2 利用希望者に対して、職員の配置数は適切であるか。

3
業務改善を進めるためのPDCA サイクル(⽬標設定と振り返り)に、
広く職員が参画しているか。

4
保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設け
ており、その内容を業務改善につなげているか。

5
従業者の意⾒等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善
につなげているか 。

6
第三者による外部評価を⾏い、評価結果を業務改善につなげている
か。

7
職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で
研修を開催する機会が確保されているか。

8
個々のこどもに対してアセスメントを適切に⾏い、こどもと保護者
のニーズや課題を客観的に分析した上で、保育所等訪問支援計画を
作成しているか。

9
保育所等訪問支援計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者
だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こども
の最善の利益を考慮した検討が⾏われているか 。

10
保育所等訪問支援計画を作成する際には、訪問先施設の担当者等と
連携し、訪問先施設や担任等の意向を盛り込んでいるか。

11
保育所等訪問支援計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が⾏
われているか 。

12
こどもの適応⾏動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマ
ルなアセスメントや、日々の⾏動観察なども含むインフォーマルな
アセスメントを使用する等により確認しているか。

13
保育所等訪問支援計画には、保育所等訪問支援ガイドラインの「保
育所等訪問支援の具体的内容」も踏まえながら、具体的な支援内容
が設定されているか。

14
保育所等訪問支援計画が職員間で共有され、計画に沿った支援が⾏
われているか。

15
支援開始前には職員間で必ず打合せを⾏い、その日⾏われる支援の
内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を⾏ってい
るか。

16
支援終了後には、職員間で必ず打合せを⾏い、その日⾏われた支援
の振り返りを⾏い､気付いた点等を共有しているか。

17
保育所等訪問支援を実施する際、訪問先の理念や支援⼿法を尊重し
て支援を⾏っているか。

18
毎回の支援に関して、記録を取ることを徹底し、支援の検証・改善
に繋げているか。

19
定期的に保護者や訪問先の意向の確認やモニタリングを⾏い、保育
所等訪問支援計画の⾒直しの必要性を判断し、適切な⾒直しを⾏っ
ているか。

事業所名

環
境
・
運
営
・
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事業所における自己評価結果公表



20
障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議
に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。

21
地域の保健、医療（主治医や協⼒医療機関等）、障害福祉、保育、
教育等の関係機関と連携して支援を⾏う体制を整えているか。

22
就学時の移⾏の際には、⼩学校や特別支援学校(⼩学部)との間で、
支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。

23
質の向上を図るため、積極的に専門家や専門機関等に助言を受けた
り、職員を外部研修に参加させているか。

24
(自⽴支援)協議会⼦こども部会や地域の⼦ども・⼦育て会議等へ積
極的に参加しているか。

25
日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や
課題について共通理解を持っているか。

26
家族の対応⼒の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログ
ラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機
会や情報提供等を⾏っているか。

27 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を⾏っているか。

28
訪問先施設に対し、事業の趣旨や訪問支援の⽬的等について適切に
説明を⾏っているか。

29
保育所等訪問支援計画を作成する際には、こどもや保護者の意思の
尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや
家族の意向を確認する機会を設けているか 。

30
「保育所等訪問支援計画」を示しながら支援内容の説明を⾏い、保
護者から保育所等訪問支援計画の同意を得ているか。

31
定期的に、家族等からの⼦育ての悩み等に対する相談に適切に応
じ、必要な助言と支援を⾏っているか。

32

⽗⺟の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等によ
り、保護者同⼠で交流する機会を設ける等の支援をしているか。ま
た、きょうだい同⼠で交流する機械を設ける等の支援をしている
か。

33
こどもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備す
るとともに、こどもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合
に迅速かつ適切に対応しているか。

34
定期的に通信等を発⾏することや、HPやSNS等を活用することに
より、活動概要や連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信
しているか。

35 個人情報の取扱いに⼗分留意しているか。

36
障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮
をしているか。

37
訪問支援に加え、訪問先からの相談等に適切に応じる体制を整え、
必要な助言や支援を⾏っているか。

38
保育所等訪問支援の実施後に、訪問先施設とカンファレンスを⾏っ
ているか。

39
保育所等訪問支援の実施後に、家族等へ適切に支援内容等の共有を
⾏っているか。

40 個人情報の取扱いに⼗分留意しているか。

保
護
者
等
へ
の
説
明
等

訪
問
先
施
設
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の
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関
係
機
関
や
保
護
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と
の
連
携



41
訪問先施設からの相談に適切に応じ、信頼関係を築きながら、専門
的な助言を⾏っているか。

42
事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感
染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するととも
に、発生を想定した訓練を実施しているか。

43
安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措
置を講じる等、安全管理が⼗分された中で支援が⾏われているか。

44
ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について
検討をしているか。

45
虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応を
しているか。

46
どのような場合にやむを得ず身体拘束を⾏うかについて、組織的に
決定し、こどもや保護者に事前に⼗分に説明し了解を得た上で、児
童発達支援計画に記載しているか。

等

非
常
時
等
の
対
応


